
処分をし
た年月日

商号又は名称 代表者の氏名
主たる営業所
の所在地

処分の内容

R5.10.3

大阪府
知事許
可

(特般- 3) 第65266号
平成建設興業株
式会社

美馬　久仁子
富田林市若
松町１－１２４
８－６

左官工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、防水
工事業、熱絶縁工事業及び建具工事業に係る特定建設業の
許可の取消し

R5.10.3

大阪府
知事許
可

(般- 4) 第153806号
株式会社オペレー
ション

玉田　栄三
堺市西区太
平寺９９－１

解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.3

大阪府
知事許
可

(特般- 1) 第56600号
大紘設備株式会
社

政安　徹也
大阪市浪速
区立葉１－３
－１９

土木工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業の許可の
取消し

R5.10.5

大阪府
知事許
可

(般- 1) 第111837号 株式会社植木安 山本　朱美
泉南郡熊取
町小垣内３－
２１－１

土木工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.5

大阪府
知事許
可

(般- 5) 第140270号
株式会社吉田メン
テナンス

吉田　浩太郎
東大阪市本
庄１－５－２０

土木工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆ
んせつ工事業、造園工事業、水道施設工事業及び解体工事業
に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.5

大阪府
知事許
可

(般- 5) 第159335号
株式会社ツープラ
スフォーデザイン

瀧　金敏
大阪市東成
区玉津１－５
－２４－４０２

建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツ
ク工事業及び解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.6

大阪府
知事許
可

(般- 2)(般
- 3)

第115405号
株式会社堀田通
信技建

堀田　伸二
東大阪市南
上小阪８－６

電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し

許可番号

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条の５第１項の規定により、次のとおり公告する。
令和６年７月３日

１　処分の内容
　　建設業法第29条第１項の規定による許可の取消し
２　処分の原因となった事実
　　建設業法第12条各号（同法第17条において準用する場合を含む。）のいずれかに該当するに至った旨の同条の規定による廃業
  (一部廃業）の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号の規定に該当する。
３　処分をした年月日、処分を受けた者の許可番号、商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに処分の内容
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処分をし
た年月日

商号又は名称 代表者の氏名
主たる営業所
の所在地

処分の内容許可番号

R5.10.16

大阪府
知事許
可

(般- 2) 第153602号
オクダ建設工業株
式会社

奥田　大輔
大阪狭山市
大野台４－１
３－９

建築工事業、造園工事業及び解体工事業に係る一般建設業
の許可の取消し

R5.10.17

大阪府
知事許
可

(般- 4) 第148565号 株式会社成伸 奥野　臣一
貝塚市三ツ
松２３５４－１

電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.17

大阪府
知事許
可

(般- 2) 第154610号
株式会社Ｒｉｂｅｒｅｒ
ｓ

北口　俊仁
堺市堺区神
明町西１－１
－３０－３０２

内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.17

大阪府
知事許
可

(般- 3) 第157272号
Ｇｒｏｗｂａｌ株式会
社

大槻　俊雄
大阪市北区
西天満４－３
－１１

電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.18

大阪府
知事許
可

(般- 5) 第140458号
山上工業株式会
社

井上　尚洋
泉南市信達
市場１６４５－
３

建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し

R5.10.19

大阪府
知事許
可

(般- 5) 第131066号
有限会社ネクス
ト・サービス

宇治田　充雄
堺市南区高
尾２－４０２－
３

建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツ
ク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る一般建
設業の許可の取消し
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